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す
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す
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東
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規
程
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○
東
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職
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財
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規
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す
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
東

京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（

別
に
定
め
る
場
合
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定

中
「処

分
書
を
受
け
た
日

」
を
「処

分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日

」
に
改
め
、
「審

査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
の
次
に

「（
た
だ
し
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
つ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
）

」
を
加
え
、
「の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

」

を
「か

ら
６
月

」
に
、
「処

分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
す
る
と
処
分

」
を
「処

分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
と
処

分

」
に
、
「裁

決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

」
を
「裁

決
の
日
か

ら

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「処

分
書

を
受
け
た
日

」
を
「命

令
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

」
に
改
め
、

「審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
の
次
に
「（

た
だ
し
、
こ

の
命
令
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以

内
で
あ
つ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
）

」
を
加
え
、
「の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

」
を
「か

ら
６

月

」
に
、
「処

分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

処
分

」
を
「処

分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分

」
に
、
「裁

決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

」
を
「裁

決
の
日
か
ら

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「の

翌
日
か
ら
起
算
し
て

」
を
「か

ら

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「処

分
書
を

受
け
た
日

」
を
「命

令
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

」
に
改
め
、

「審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
の
次
に
「（

た
だ
し
、
こ

の
命
令
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以

内
で
あ
つ
て
も
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
）

」
を
加
え
、
「の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

」
を
「か

ら
６

月

」
に
、
「処

分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と

処
分

」
を
「処

分
の
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分

」
に
、
「裁

決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

」
を
「裁

決
の
日
か
ら

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら

別
記
第
三
十
一
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
四
号

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
七
年

度
の
東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第18457号）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

変
更
の
区
間

清
瀬
市
中
里
四
丁
目
千
二
百
九
十
五
番
一
地
先

か
ら
同
市
中
里
二
丁
目
千
二
百
八
十
番
十
八
地

内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

則
（
公
）

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
及
び
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う

情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令
和
７
年
１２月

２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１６号

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
及
び
東
京
都
公
安
委

員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

３
月
２８日

東

京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別
記
様
式
第
１
号
中
「
フ
ァ
イ
ル
名
」
を
「
細
分
類
（
文
書
フ

ァ
イ
ル
名
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
号
中
「
フ
ァ
イ
ル
名
」
を
「
文
書
フ
ァ
イ
ル

名
」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
２
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１３年

９
月
３
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１５号

）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１７号

中
「
フ
ァ
イ
ル
名
」
を
「
文
書
フ
ァ
イ
ル

名
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
二
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三

十
一
年
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
の
十
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
別
に
定
め
る
場
合

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
五
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五

年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
十
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
別
に
定
め
る
場
合

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
四
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
別
に
定
め
る
場
合

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一
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◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
十
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
職
員
共

済
組
合
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
す
る
場
合
」
を
「
し
よ
う
と
す
る
場

合
」
に
、
「
債
権
者
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
て
、
債

権
者
に
交
付
し
」
を
「
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し
て

又
は
預
金
口
座
等
か
ら
の
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
当
該
預
金
口
座

等
の
あ
る
取
引
金
融
機
関
に
行
わ
せ
て
、
当
該
必
要
な
資
金
を
交
付

し
た
取
引
金
融
機
関
又
は
当
該
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
行
わ
せ
た

取
引
金
融
機
関
に
支
払
を
さ
せ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
小

切
手
」
を
「
取
引
金
融
機
関
」
に
、
「
代
え
て
」
を
「
か
え
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
」
を
「
と
き
」
に
、
「
を
振
り
出
す
」

を
「
の
振
出
し
又
は
取
引
金
融
機
関
に
登
録
し
た
登
録
印
鑑
の
印
を

押
し
た
払
戻
請
求
書
を
取
引
金
融
機
関
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

出
納
主
任
は
、
現
金
に
よ
る
支
払
に
際
し
て
は
、
債
権
者
の
確

認
及
び
請
求
印
と
領
収
印
と
の
照
合
を
行
い
、
必
ず
領
収
書
を
徴

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
「
支

払
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
」
に
、
「
債
権
者
を
受
取
人
と
す
る
小
切

手
を
も
つ
て
行
わ
」
を
「
必
要
な
資
金
を
取
引
金
融
機
関
に
交
付
し

て
又
は
預
金
口
座
等
か
ら
の
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
当
該
預
金
口

座
等
の
あ
る
取
引
金
融
機
関
に
行
わ
せ
て
、
当
該
必
要
な
資
金
を
交

付
し
た
取
引
金
融
機
関
又
は
当
該
必
要
な
資
金
の
払
出
し
を
行
わ
せ

た
取
引
金
融
機
関
に
支
払
を
さ
せ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

「
小
切
手
」
を
「
取
引
金
融
機
関
」
に
、
「
現
金
」
を
「
、
現
金
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
小
切
手
」
を

「
取
引
金
融
機
関
」
に
、
「
受
領
」
を
「
支
払
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
五
千
円
」
を
「
五
万
円
」
に
、

「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と

し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同

条
第
二
項
中
「
払
い
戻
し
」
を
「
払
戻
し
」
に
改
め
、
「
、
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
」
を
削
り
、
「
を
振
り
出
す
」
を
「
の

振
出
し
又
は
取
引
金
融
機
関
に
登
録
し
た
登
録
印
鑑
の
印
を
押
し
た

払
戻
請
求
書
を
取
引
金
融
機
関
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
員
は
、
」
の
下
に
「
現
金
に
よ
る
」

を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
遠
隔
の
地
に
あ
る
債
権
者
に
支
払
を
す

る
場
合
又
は
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
」
を
「
債
権
者
か
ら
申
出
が

あ
つ
た
と
き
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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